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予算特別委員会報告

予算特別委員会の報告を行います。

去る９月１日の本会議において、付託されました案件について、９月３日、委員

会を開催しました。

当局に関係職員の出席を求め、慎重に審査した経過と結果をご報告いたします。

付託されました案件は、令和３年度上野原市一般会計補正予算及び各特別会計

補正予算の、合わせて１５件です。

審査は、関係課に説明を求め、その後質疑・採決を行いました。

今回は、６月定例会で可決された市長給与を半減する特例減額と、副市長・教

育長の不在期間における人件費の減額補正及び、各課の人事異動に伴う会計年度

任用職員等の人件費を増額・減額補正するほか、６月の補正予算に引き続き、国

の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用したコロナ関連予

算を計上しています。

案第８６号 令和３年度上野原市一般会計補正予算第４号 について、主な歳

入内容としては、普通交付税の交付額の確定に伴い、地方交付税１億２千８７５

万５千円を増額補正する一方、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債にお

ける令和３年度分の起債発行限度額の確定に伴い、６千４１０万円を減額補正す

るものです。

国庫支出金では、感染症予防事業費等国庫補助金や地方創生臨時交付金等、国

から交付が見込まれる補助金８千７７５万５千円を増額補正するものです。

歳出の主な補正内容は、総務費では、庁内ＬＡＮの無線化、職員用タブレット
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端末購入、市公式ＬＩＮＥの導入により庁内ＤＸ推進を図るため、１千９５０万

円、鶴島地区の光ケーブル移設と情報通信基盤事業検討委員会に係る費用、１千

１７９万 1千円を増額補正するものです。

委員からの、上野原市情報推進基盤事業検討支援業務の具体的な内容は、とい

う質問については、情報通信基盤事業において現在提供しているサービスを、今

後継続するかどうかの検証について、専門事業者の観点からも分析してもらうと

のことです。

民生費では、新型コロナウイルスの影響により、保険料等の減免を行った場合

に、その減少分を補うため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用し、一般会計から特別会計へ繰り出すもので、国民健康保険特別会計繰出

金７４３万８千円と介護保険支援事業費９８万８千円を増額補正するものです。

衛生費では、主に市民がＰＣＲ検査を受けた場合にその検査費用を補助するた

めの感染症予防事業費として、９２１万２千円、ワクチン接種会場に来場するこ

とが困難な障がい者等のための移送サービスや接種業務に従事する職員の時間

外手当を、１千９２万円増額補正するものです。

委員からの、ＰＣＲ検査１９件について、結果等の内訳は、という質問につい

ては、要介護認定者１５名、基礎疾患持ちの方が４名で、いずれも陰性であった

との説明がありました。

農林水産業費では、台風災害に備え、農業用施設維持費を３８４万５千円、林

道維持費４５２万８千円を増額補正するものです。

商工費では、市内商店等の支援とコロナ禍でのキャッシュレス決済を進めるた

め、商店街等応援事業費５千８６４万２千円、上野原駅南口の地域活性化施設に
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おいて県内産ワインの販売の拡充を図るため、地域活性化施設等維持管理費４７

１万１千円を増額補正するものです。

委員からの、販売目標等の数値について、観光協会と連携が取れているのか、

という質問については、数字については観光協会と共有しており、今後も目標達

成に向けて細かく協議していくとの説明がありました。

委員からは、担当課、観光協会、アドバイザーが、より綿密な計画を立て、議

会への報告も求めるべきである、また、キャッシュレス決済事業については、商

店街の振興という面では良いことだが、高齢者を含めた市民全体に利益が還元さ

れるような事業にするべきである、との意見が出されました。

土木費では、市道の台風災害に備えるため、またコモアしおつ北側斜面立木等

除伐のため、道路維持費を４千４６５万２千円、増額補正するものです。

委員からの、市道の維持管理費は年間どのくらいかかっているのか、という質

問については、工事費として約８千万から１億円、修繕費が約２千万円とのこと

です。

教育費では、新型コロナウイルス対策として、小中学校トイレの洋式自動洗浄

化と手洗い場の自動水洗化のため７９７万４千円、コロナ禍で在宅時間が増える

中、読書に親しんでもらうための図書購入費等６４８万３千円を増額補正するも

のです。

諸支出金では、林業費において森林環境譲与税を用いて実施する、林道の整備

改修事業費の充当先を、基金費から森林環境整備事業費に変更したため、基金費

２２０万４千円を減額補正するものです。

次に、議案第８７号から議案第１００号までの特別会計の主な補正内容ですが、
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大半が令和２年度から令和３年度における繰越金の額の確定に伴うものです。

議案第８７号の国民健康保険特別会計の主な補正内容は、令和２年度の繰越額

確定に伴い、財政調整基金積立金２千２３万５千円を増額補正するものです。

また、議案第８９号の介護保険特別会計の主な補正内容は、令和２年度事業費

の確定に伴い国等への返還金２千９４３万円を増額補正するものです。

議案第９３号から議案第１００号までの財産区特別会計の主な補正内容は、繰

越額の確定に伴い、各財産区の歳入の繰越金と歳出の予備費をそれぞれ増額補

正・減額補正するものです。

以上、当局提出１５案件については、採決の結果、いずれも全会一致で原案ど

おり可決すべきものと決定しました。

なお、議案第８６号 令和３年度上野原市一般会計補正予算第４号は、可決す

べきものと決定しましたが、先の全協及び本委員会において、産業振興課の補正

予算 地域活性化施設等維持管理費および商店街等応援事業の案件については、

多くの意見が出されました。そのため、予算執行時までに再度内容を精査し、そ

の詳細を議会に報告し説明するよう、付帯意見を申し添えます。

以上、予算特別委員会の報告といたします。


